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1 ．考察課題

　本研究は，（ 1 ）の各例のようなデキゴト性を持たない名詞（句）が動詞

「スル」のヲ格に置かれた構文（以下「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文）を考察

対象とする。

（ 1 ）  a.  太郎はひさしぶりにネクタイをした。

  b. ?   太郎はひさしぶりに帽子をした。 【「帽子をかぶった」 の意味で】

  c. ??   太郎はひさしぶりにスーツをした。 【「スーツを着た」 の意味で】

（ 2 ）  a.  太郎は皆を笑わせるために急に変な顔をした。

  b. ??  太郎は皆を驚かせるために急に大きな声をした。

    【「大きな声を出した」の意味で】

（ 3 ）  a.  太郎は来年から作家をすることになっている。

  b. ??  太郎は来年から直木賞作家をすることになっている。

    【「直木賞受賞作家としてやっていく」の意味で】

（ 1 ）から（ 3 ）の a の例文は，いずれも「ネクタイ」，「変な顔」，「作家」

といった非動作性の名詞が動詞「する」のヲ格に立ち，それぞれの構文は当

該文脈の中で全く問題なく容認される自然な文となっている。しかし，「ネ

クタイ」の代わりに「帽子」や「スーツ」，「変な顔」の代わりに「大きな

声」，「作家」の代わりに「直木賞作家」などの名詞が使われた b や c の各

例は，それぞれの a の例文に対して相対的に容認度の低下が認められる
（１）

。本

研究では，この（ 1 ）から（ 3 ）の中での容認度の違いに代表されるこの構

文の成立の可否について検討し，そこにどのような要因がかかわっているの

か，またなぜそのような要因が関与するのかという問題を考察する。

　「～ヲスル」という形式の構文は，「旅行をする」や「里帰りをする」のよ

うな VN（動名詞）をヲ格にとるものが一般的とされ，デキゴト性を持たな
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い名詞がヲ格に置かれた構文はその使用が少なからず限定される
（２）

。そのた

め，この構文はこれまで，「〈衣類〉をする」や「〈人間の外面的表現〉をす

る」のように，いわば偶発的に生じた小グループの構文群として扱われ，そ

れぞれタイプが別々に，容認される文のみに関して記述される傾向にあっ

た。本研究は，そのような個々のタイプの詳細な振る舞いの記述を更に推し

進めるとともに，この「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文全体に共通する意味

機能を模索し，この形式の構文の振る舞いに対して網羅的な説明を与えるこ

とを目標とする。

　なお，本研究の考察範囲を明確にするため，ここでヲ格に入るデキゴト性

を持たない名詞，本稿で言う非動作性名詞について，影山（2011）の判定基

準を援用する。影山は（ 4 ）のような判定基準を用いて，「時間の概念がそ

れ自体に含まれていない名詞」（影山の言う「モノ名詞」）と，動作性名詞（影

山の言う「デキゴト名詞」）を分類している。

（ 4 ）  影山（2011）における「モノ名詞」の判定基準①

  a.  デキゴト名詞

     昨日の火事，3 時間の会議，今だけの工事，昼下がりのコンサート

  b.  モノ名詞

     ＃昨日の CD，＊ 3 時間の鉛筆，＊今だけの自転車，＃昼下がり

のポスト

（ 4 a）の「火事」，「会議」，「工事」，「コンサート」はいずれも一定の時間の

中で生じ，終了するデキゴトであるため，時間や期間の時間表現による意味

的限定を自然に受けるが，これに対して （ 4 b） の 「CD」 や 「鉛筆」，「自転

車」，「ポスト」は，時間軸の中で変化することのないモノを意味するため同

じ時間表現による修飾を受けた名詞句の解釈は一定に定まらなかったり，解

釈不能になったりする
（３）

。時間や期間，頻度などの時間表現によって自然な意

味的限定を受ける 「デキゴト名詞」 と区別され，（ 4 b） のように，時間表現
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による意味的限定を受けない名詞が影山において「モノ名詞」と判定される

ものであり，本研究の 「非動作性名詞」 の判定基準もこれを援用する。

　なお影山における「モノ名詞」の判定のテストとしては，（ 5 ）のように，

他に存在文のガ格に置かれた際にその存在する場所がニ格で表されること

や，（ 6 ）のように「～での」という連体修飾を自然に受けないこと，とい

う判定基準も紹介されている。

（ 5 ）  影山（2011）における「モノ名詞」の判定基準②

  a.  ＊そこに｛事故／運動会／会議｝がある。　　［デキゴト］

  b.  ＊そこで｛鉛筆／ジュース／夢｝がある。　　［モノ］

（ 6 ）  影山（2011）における「モノ名詞」の判定基準③

  a.  大学での会議，渋谷での事故，インドでの地震，料亭での食事

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［デキゴト］

  b.  ＊大学での鉛筆，＊大ホールでのピアノ，＊居間での希望

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［モノ］

（ 5 b）の「鉛筆」，「ジュース」，「夢」が存在する場所はデ格によって表さ

れないため，これらの名詞はモノ名詞と認められ，（ 6 b）の「鉛筆」，「ピ

アノ」，「希望」は「～での」という連体修飾を受けられないため，モノ名詞

と判定される。

　筆者は，本来，非動作性名詞 （モノ名詞） と動作性名詞 （デキゴト名詞） の間

には明確な境界はなく連続体をなすという立場をとる。しかし，本研究の考

察課題の主旨は，デキゴト性を持たない名詞が「スル」の対格に入るのはな

ぜかという問題であるため，ここでは（ 4 ）から（ 6 ）の 3 つのテストによ

って明確に非動作性名詞と考えられる，典型的な非動作性名詞のみを考察対

象とし，これらのいずれかのテストによってデキゴト名詞の性格を帯びてい

る可能性があるものは考察対象外とする。例えば，「ドライヤー」や「アイ

ロン」という名詞は，（ 7 ）のように存在文の場所がデ格で表され得ないこ
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とからも，その基本義は非動作性名詞とすることが妥当であると思われる。

（ 7 ）  a.  ??? そこでドライヤーがある。

    　　【「そこにドライヤーがある」の意味で】

  b.  ??? そこでアイロンがある。

    　　【「そこにアイロンがある」の意味で】

　しかし，一方で（ 8 ）のように「～での」という連体修飾が可能な例や，

（ 9 ）のように時間表現の連体修飾を自然に受ける例も認められ，これらの

名詞が典型的な非動作性名詞と言えるかどうかは必ずしも自明ではない。

（ 8 ）  a.  お風呂場でのドライヤーは危険が伴う。

  b.  狭いところでのアイロンは危険が伴う。

（ 9 ）  a.  太郎は短髪なので 3 分間のドライヤーで大体乾いてしまう。

  b.  2 回のアイロンで，ズボンは新品のようにきれいになった。

　この点を踏まえ，本研究では上記の三つのすべてのテストにおいて動作性

名詞と考えられる可能性がない，典型的な非動作性名詞のみを考察対象と

し，その明らかな非動作性名詞が動詞「スル」のヲ格に立つのはどのような

場合かという問題を検討することにする。

　また，本稿では以下 2 種類の形式を考察対象外とする。一つ目は，「息子

を医者にする」（大塚2002）や「魔法使いがかぼちゃを馬車にした」などの

文に代表される，「対象となるヲ格名詞を二格名詞で表される結果状態に変

える」という意味を持つ構文である。この構文は，（10）と（11）に見られ

るように，「X ヲ Y ニスル」という語順で用いられるのがデフォールトであ

り，二格名詞に特別なプロミネンスを与えない限り，「Y ニ X ヲスル」とい

う語順では用いられ難い。
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（10）  a.  息子を医者にする。

  b. ?? 医者に息子をする。

（11）  a.  魔法使いがかぼちゃを馬車にする

  b. ?? 魔法使いが馬車にかぼちゃをする。

このことから，この構文は本研究の考察対象である「～ヲスル」という構文

そのものではなく，「～ニスル」という構文にヲ格名詞が加えられたものと

考えられる。「～ヲ～ニスル」という構文全体が，本研究の考察対象となる

「～ヲスル」とどのような関係にあるのかという問題は別稿に譲り，ここで

は考察対象外としておく。

　本研究において考察対象外とする形式の二つ目は，（12）に見られるよう

な，テイル形ないし連体修飾位置でのタ形でしか用いられない形式のもので

ある。

（12）  a.  あの人は綺麗な目をしている。

  b.  綺麗な目をした人

  c. ??  太郎は綺麗な目をした。

このテイル形や連体修飾節のみで使用される形式は，当然ながら本稿の考察

対象とする構文の亜種である可能性も少なくないが，「変化の背景化
（４）

」など，

さらに複雑な問題が関係するものであるため，議論の都合上，このタイプの

構文も本稿では考察対象外とする。

　ここまで，本研究の考察課題と考察対象の限定を行った。以下では，第 2

節において，この「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文の振る舞いについて言及

している先行研究として，影山（1980）と中川（2002）を概観し，これらの

先行研究による構文の意味機能の記述がこの構文の振る舞いを網羅的に記述

できていないこと，またなぜそのような振る舞いが生じるのかという問題に

対して説得力のある説明が与えられていないことを確認する。そして，続く
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第 3 節ではこの構文の振る舞いに関する記述を新たに行い，第 4 節では，そ

のように記述される構文の意味機能や成立の可否が「換喩シフト」という概

念によって自然に説明されることを主張する。

2 ．先行研究

　この節では，本稿が考察対象とする「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文に関

する先行研究として，特に影山（1980）と中川（2003）を概観し，この構文

の振る舞いの網羅的な記述という点において，いまだ明らかになっていない

問題点を確認する。

2 ．1 　影山（1980）

　影山（1980）は，〈着衣〉を意味する動詞群がそれぞれどのような目的語

をとり，どのように異なるのかという問題を扱った先駆的研究であり，その

中で「する」を着衣動詞の一つとして取り上げている。具体的には，（13）

の各例における「する」を，「はめる」，「かける」，「結ぶ」，「巻く」，「しめ

る」などの「二次的着衣動詞」を代行する「着衣動詞」と規定する
（５）

。

（13）  a.  寒ければ手袋をしなさい（＝はめる）。

  b.   エプロンをしたままショッピングカーをひいていく主婦たち   

（＝かける）［別技『服装の地理』］

  c.  幸子はリボンをした（＝結ぶ）。

  d.  こんな派手な帯をしようなんて（＝しめる）［谷崎『蓼食ふ蟲』］

  e.   ブロンドの女性は金色のヘアー・ピンをするのだ。［団『パイプの

けむり』］  （影山1980）

　また，この種のスル文の振る舞いについて影山では，目的語に入る名詞は

〈衣類〉という機能を持つものに限定されることと，「着る」，「かぶる」，「は
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く（履く／穿く）」という動詞には代用されないこと，という 2 点の主張がな

されている。

　一つ目の「目的語に入る名詞は〈衣類〉という機能を持つものに限定され

る」という主張は（14）や（15）に見られる容認度のコントラストを根拠と

するもので，（14b）のように，〈衣類〉として機能しない「電気コード」が

人間の身体に添えられた場合には，「する」が「まく」を代行することはで

きないことや，（15b）のように「上着」の装着先が人間の身体ではなく

「ハンガー」である場合には〈衣類〉として機能しないため，「する」が「か

ける」を代行できず不適格な文になることが述べられている。

（14）  a.  　電気コードを首にまく

  b.  ＊電気コードを首にする

（15）  a.  　ハンガーに上着をかける

  b.  ＊ハンガーに上着をする  （影山1980）

　また，二つ目の「（スルは）『着る』，『かぶる』，『はく（履く／穿く）』とい

う動詞には代用されない」という主張は，（16）から（18）のそれぞれにお

いて a と b の間に見られる容認度のコントラストから導かれており，影山

の説明によれば，「する」は衣類として「末梢的な存在」である「二次的衣

類」のみを目的語としてとるもので，衣類という概念の「中心的な」「主要

衣類」にあたる目的語は特に「着る」や「かぶる」，「はく」の目的語に選択

され，「する」によって代行されることはないとされている。

（16）  a.  　帽子をかぶる

  b.  ＊帽子をする

（17）  a.  　上着を着る

  b.  ＊上着をする

（18）  a.  　くつをはく
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  b.  ＊くつをする  （影山1980）

（16）の「帽子」や，（17）の「上着」，（18）の「くつ」以外にも，「オーバ

ー」，「ドレス」，「ズボン」，「巻きスカート」などがこの「主要衣類」とされ

ており，これら「主要衣類」は「する」の目的語になりにくいということが

述べられている。

2 ．2 　中川（2003）

　中川（2003）は，影山の「〈衣類名詞〉ヲスル」という形式の構文につい

ての分析を元に，スル文のヲ格に入る非動作性名詞は，〈衣類〉に限定され

ず，より広く〈道具〉一般とするべきであるとの主張を行った研究である。

中川の主張は，（19）のような文が自然に容認されるという観察的事実に基

づいている。

（19）  a.  もらったワインボトルにリボンをしておいた

  b.  飼っているアヒルにリボンをしておく

（19）では，名詞「リボン」が「スル」のヲ格に置かれ，文全体としても全

く問題なく容認されるものであるが，その装着先は「ワインボトル」や「ア

ヒル」といった〈人間の身体〉ではないものであり，「リボン」が〈衣類〉

として機能しているとは考えにくい。（19）の「リボン」は，何かに〈付着

させて使用される道具〉と認められるために自然に容認されるが，例えば

（20）の「リンゴ」や「鎌」は，テーブルや木の枝に〈付着させて使う道具〉

という語彙的意味を持っているは考えられないため，述語全体として自然な

解釈を受けられない。

（20）  a.  ＊母親がテーブルにリンゴをした

  b.  ＊伊藤君は木の枝に鎌をしておいた。  （中川2003）
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　また，中川では，この構文の成立の可否には「スル」やヲ格に入る名詞が

持つ語彙的意味によって導き出される制約だけでなく，（21）のような，道

具となる名詞の「規範的な使用」に関する語用論的知識が関与すると述べら

れている。

（21）  中川（2003）におけるこの構文の語用論的制約

   「する」の直接目的語に道具名詞がくる場合､ 述語全体（｢蓋をする」

「マフラーをする｣）は道具の規範的な使用を表している。

　実際，このように語用論的知識が関与していると考えるによって，（22）

の各例のような文の容認度の低さが自然に説明されることになる。

（22）  a.  ＊食器棚に蓋をする

  b.  ＊ハンガーにマフラーをする

  c.  ＊ハンガーに上着をする  （＝（15b））

（22）の各例では，「蓋」や「マフラー」といった「スル」の目的語に入るこ

とが認められる特定の名詞が用いられ，述語全体の意味としても〈付着させ

て使用する〉道具として機能しているが，いずれも「蓋」や「マフラー」，

「上着」のその「規範的な使用」から逸脱した使われ方をしているため，

（21）のような語用論的制約に反し，容認度が低くなっている。

　中川は，影山の分析が「〈衣類名詞〉ヲスル」のみに過度に限定されてい

ることを指摘し，新たに，ヲ格名詞で表される装着物は広く「道具名詞」と

すべきであるという意味論レベルの主張と，その際の道具名詞の使用がその

道具の「規範的な使用」となっていなければならないという語用論レベルの

主張を行った研究として位置付けることができる。
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2 ．3 　残された問題

　ここまで，非動作性の名詞が「する」のヲ格に入る構文の振る舞いを検討

した先行研究として，特に〈衣類〉が「スル」のヲ格に立つ構文に関する分

析を行った影山（1980）と，ヲ格名詞をより広く〈道具〉とした中川（2003）

を概観してきたが，本稿の考察課題である，非動作性名詞が「する」のヲ格

に入るのはどのような場合かという観点からこれらの分析を見ると，そこに

は大きく 2 点の問題が残されている。

　一つ目の問題は，中川によって提唱される「ヲ格名詞は〈付着して使用さ

れる道具〉である」という意味論上の規定に関するもので，これには（23）

のような反例が認められる。

（23）  a.   店の入り口に棒をして中に入れないようにしたり，商品に布をか

けたりと簡単に店を閉めてモスクに出かけるそうです。

  ［「タジン鍋
（６）

」］

  b.   衣装ケースは密閉性がないので，普通に蓋をして大丈夫です。乾

燥防止とニオイ防止のために新聞紙をして蓋をした方がいいです

が，新聞紙は乾燥防止の効果は薄いですね。  ［「Yahoo ! 知恵袋
（７）

」］

  c.   「後輪のタイヤがペコペコだったので，（タイヤに）空気をしてお

きました」  ［自転車専門店の店員の発話］

（23）における「棒」や「新聞紙」，「空気」はその辞書的語彙情報として，

「入口が開くことを妨げるために使用する」や「乾燥や匂い防止のために使

用する」，「タイヤを膨らませるために使用する」といった規定が含まれてい

るとは考えにくく，これらの知識は当該発話の参与者間，あるいは日本語話

者の間で共有された「常識」の類と捉えられるべきものであると考えられ

る。つまり，この種の構文におけるヲ格名詞は，必ずしも元々の語が本来的

に〈道具〉である必要はなく，話者の知識や当該の談話文脈において〈道具
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として使用されているモノ〉として語用論的に認められるものであればよい

ということになる。

　影山や中川の分析では解決されないもう一点の問題は，二格を持たないタ

イプの「〈非動作性名詞〉ヲスル」の扱いに関するものである。実際の構文

の振る舞いを網羅的に捉えようとした場合，ヲ格で表される〈衣類〉や〈道

具〉を二格で表されるものに付着させる意味として記述できるタイプだけで

なく，（24）から（27）のような二格を持たないタイプの構文も数多く認め

られるが，「〈非動作性名詞〉ヲスル」という同様の形式を持つこれらの 2 つ

のタイプが，影山や中川の意味記述では統一的に説明することができない。

（24）は，この構文の振る舞いに関して網羅的な観察を行った大塚（2002）

において提示されている実例であり，（25）から（27）は大塚においてこの

構文のヲ格に立つとされた非動作性について，そのスル文を筆者が BCCWJ

コーパスから収集した実例である
（８）

。

（24）  a.  牛が一匹優しい目をして私を見ている。

  b.  伯父は固い表情をしたまま，何も答えなかった。  （大塚2002）

（25）  a.   大学生の中に，美しいけがれない考古学をしたいという傾向があ

ります。  『苅谷俊介の考古学対談』

  b.  小説という手段で哲学をしようと決心しました。

  『フライデーあるいは太平洋の冥界』

  c.   私は温泉や，友人と遊ぶ，飲むこと，別に趣味の写真をすること

などで発散しています。  「Yahoo ! 知恵袋
（９）

」

（26）  a.   「だがお前には，オルガンの先生をするほうが，本を読むよりずっ

とおもしろくはないかね」  『田園交響楽』

  b.  学生相手の下宿屋をしながら，娘を育てる。

  『存在の原基金石範文学』

（27）  a.   ゴーンさんに日本の経済財政政策担当大臣をしてもらったら良い

のに，とかいう意見があります。
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  『ケインズなら日本経済をどう再生する』

  b.  よくこうやってキャッチャーをしてやった昔を思い出す。

  『日下圭介自選ショートミステリー』

（24）の「優しい目」や「硬い表情」は《様相・様態》，（25a）と（25b）の

「美しいけがれない考古学」や「哲学」は《学問・勉学》，（25c）の「写真」

は《趣味》，（26）の「オルガンの先生」や「学生相手の下宿屋」は《生業》，

（27）の「日本の経済財政担当大臣」や「キャッチャー」は《役職・役割》

の例として大塚であげられている。

　しかしながら，（24）から（27）のような多様な例文の存在を示した大塚

においても，様々な種類の実例が存在することが紹介されたのみであり，

（28）のような例が容認されないという言語事実に関する説明はなされてい

ない。

（28）  a.   ?? 獲物を狙う猟師の目が，一瞬の内にいつもの目をした。【「いつ

もの目に戻った」の意味で】

  b.   ?? 日本の歴史をした結果，日本は自国の侵略や攻撃に対する仕返

し以外に，相手国から先に攻撃や侵略されたことはなかったこと

がわかった。【「日本の歴史を勉強した」の意味で】

  c.   ?? とてもきれいな景色だったので，更に 4 枚写真をしたくなっ

た。【「写真をとる」の意味で】

  d.   ?? 民間の会社に勤めていた人が公務員をした場合，保険の種類が

変ります。【「公務員になる」の意味で】

  e.   ?? 夫はきっといい父をするだろうと確信している。【「父になる」

の意味で】

　以上の議論を踏まえ，本稿では以下，影山や中川が扱った二格名詞を義務

的に要求するタイプと，大塚で示されている二格名詞を義務としないタイプ
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に分けてそれぞれについて再検討を行い，その上でこの二つのタイプの共通

点を抽出する。各タイプに認めらえる特徴と，「〈非動作性名詞〉ヲスル」構

文全体に共通する特徴を捉えることで，この構文の振る舞いを網羅的に記述

することを目指す。

3 ．「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文の語用論的分析

　この節では，前節の議論を踏まえ，「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文を二格

を必要とするタイプと二格を必要としないタイプに分け，それぞれについて

その振る舞いの再検討をする。

　なお，（29）や（30）のように同一の述語が発話文脈によって容認度の高

低を変えることが多く認められることから，この構文の成立には明らかに，

ヲ格名詞の意味的性質のみならず，談話レベルにおける語用論的な条件が深

く関わっているものと考えられる。そこで，この節では，発話の場を捨象し

た文レベルでの容認度ではなく，当該文が使用される文脈や，発話の参与者

に共有される知識などを含めた，談話レベルでの語用論的考察を必要に応じ

て行っていくことにする。

（29）  a. ??  太郎は原木に棒をした。

  b.  〈シイタケ栽培農家のレポート記事において〉

    原木に棒をして運びやすく

      ［「笑味ちゃん天気予報
（10）

」］
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（30）  a. ??   とてもきれいな景色だったので，更に 4 枚写真をしたくなっ

た。（＝28c）

  b.   使い捨てカメラで写真を撮るうちに本格的に写真をしたくなる

も，カメラを買うお金などないために諦めかけていたその時

［「いつか森になるカフェ
（11）

」］

3 ．1 　二格を持つタイプの成立要件

　「～ニ〈非動作性名詞〉ヲスル」というタイプのヲ格名詞に関しては，〈衣

類〉や〈道具〉など，その語が本来持っている語彙的意味によって限定でき

ないことを，前節において確認した。そこで，本研究では，このタイプの構

文のヲ格名詞の意味機能を，より広く〈二格名詞に付加してその属性を変え

るモノ〉とし，当該文脈における語用論的な条件によって，構文全体の成立

の可否が決定されるものであると主張する。本研究が提唱するこのタイプの

構文の成立に関わる語用論的条件は，（31）のように規定される。

（31）  「～二〈非動作性名詞〉ヲスル」タイプの成立に関わる語用論的要

件：

  　Ⅰ． ヲ格名詞の付加の目的やその付加の様態が，会話の参与者間な

いし日本語母語話者間で一義的に想定されうるものであること

  　Ⅱ． ヲ格名詞の付加による結果状態が，ヲ格名詞の存在の有無のみ

によって初期状態と対照的に異なる状態として，会話の参与者

間ないしは日本語母語話者間で捉えられること

　まず「付加の目的や様態が容易にイメージされなければならない」という

構文成立要件に関しては，（32）や（33）のような容認度のコントラストに

よってその妥当性が確認される。

（32）  a. ??  太郎は隣の人の顔に手をした。
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    【「隣の人の顔に手を当てた」の意味で】

  b.   手を顔にもっていく虫歯ホーズは女性をかわいく見せる効果が

あるんです‼　よくローラも顔に手をしてますよね！

  ［「h
（12）

ealthhil」］

  c.   次男は水に強く，顔に手をして（いないいないバァーの要領で手

を顔におおわせて） 5 秒で流しています。

  ［「イクちゃんネット
（13）

」］

  d.   人によっては，腕を持つより，肩に手をするほうがいいという

盲人がいました。階段なんかは上がり下がりが肩で分かるか

ら。なるほどと思いましたよ。  ［「教えて！ G
（14）
oo」］

（33）  a. ??  太郎はシャツのボタンに指をした。

    【「ボタンを触った」／「ボタンを押した」の意味で】

  b.  大人も子どもも鼻の頭に人差し指をしている人がいます。   

     さて何をしているのでしょうか。これはノーズゲームというネ

イチャーゲームで，あ！　わかったの合図です。

   

  ［「自然大好き・ネイチャーゲームを楽しもう
（15）

」］

  c.   照れくさいのか…タッキー双眼鏡のジェスチャーして…さらに

遠くを見るジェスチャー（笑）座り直す時… Jr. 達へ…言っち

ゃダメ的な感じで…お口に人差し指をして『しーっ！』

  ［「HIMEGOTO な日記
（16）

」］
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（32a）における「隣の人の顔に手をした」は，その手を当てるという行為の

目的や，どのように手を使用し，どのように対象に接触させたのかという行

為の様態が一義的に想定できないものであり，自然に容認しがたい文となっ

ているが，（32b）における「顔に手をしている」は文脈や共有知識から，

自身の顔をかわいく見せるという目的や，その当て方の様態が一義的に想定

可能であり，こちらは自然に容認される文になっている。（32c）において

も，顔に水がかからないようにするという目的や，両手の掌で顔を覆うとい

う様態が明確であり，（32d）でも，介助者の動きが分かるようにするとい

う目的と，その探るような接触の様態が想定され得るものであり，このよう

に目的や様態が明確な場合にはいずれも自然に容認される文になっている。

　（33）でもこのコントラストは同様に観察され，（33a）ではシャツのボタ

ンに指を触れることがどのような目的や様態によるものであるのか同定しが

たくその容認度は低いが，（33b）のように，文脈や提示されている写真に

よってその目的（分かったという合図をすること）や様態（左右どちらかの手の

人差し指を軽く鼻の辺りに添える程度の当て方）が明確にされている場合や，

（33c）のように，話者の間で口の前に人差し指を添える「シー」というジェ

スチャーの目的や様態が明確な場合は，容認度が上がるという事実が観察さ

れる。

　次に，「ヲ格名詞の有無のみによって結果状態が初期状態と対照性を示す

ものとして捉えられなければならない」という要件であるが，このことはさ

らに（34）の三つの要件を演繹する。

（34）   「～二〈非動作性名詞〉ヲスル」タイプの成立に関わる語用論的条件

②：

    ⅰ．初期状態が，明確にイメージ可能であること

    ⅱ． 結果状態が，初期状態と付加されるものが両立する状態とし

てイメージ可能であること

    ⅲ． 初期状態と結果状態が，対照的な二項対立をなすものとして



20

イメージ可能であること

　（34）のⅰは，二格名詞によって表される変化前の初期状態が具体的に想

定できなければならないということであり，二格名詞を明示しない（35）か

ら（37）の a のような例と，特異な文脈ながら二格名詞が明示されている

か，ないしは想定可能になっており，そのために初期状態が具体的に想定で

きる b のような実例の容認度のコントラストによって，その妥当性が確認

される。

（35）  a. ??  太郎は半袖シャツをした。【「半袖シャツを着た」の意味で】

  b.   〈登山の服装について，下着用の長袖シャツでもよいかという

質問に対する答えとして〉

     「下着一枚だとヘンテコリンな見た目なので，その上に半袖シ

ャツをしてカバーしてる人の方が山では多いかな。」

  ［Yahoo ! 知恵袋
（17）

］

（36）  a. ?  太郎は帽子をした。  【「帽子をかぶった」の意味で】

  b.   ディズニーなんかでよくパジャマに帽子をしている寝間着姿が

出てくるけど，もしかしてあの帽子って頭を寒さから守るため

のものなのかな？？？  ［「kiko のつぶやき
（18）

」］

（37）  a. ??  太郎はズボンをした。  【「ズボンを穿いた」の意味で】

  b.   ある時から突然，右脇腹の腹筋に痛みが出るようになり，パン

ツやズボンをして締め付けると，激しい鈍痛を感じます。

  ［「just answer 整形外科
（19）

」］

（35）から（37）の「半袖シャツ」や「帽子」，「ズボン」は，影山において

「主要衣類」と分類され，「スル」のヲ格に立たないものとされているが，各

b の例は a の例文よりも相対的に容認度が高い。このことは，（35b）や

（36b）では「下着一枚」や「パジャマ（姿）」という初期状態が二格で明示
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されており，（37b）では文脈から特に「右脇腹の腹筋（の上）」という初期

状態を想定し得ることによるものであると考えられる。

　次に，（34）のⅱは，ヲ格名詞の付加によって二格名詞が無くなったり，

ヲ格名詞と二格名詞が混ざり合ってしまうような結果状態ではなく，それら

が両立し続けることが視覚によって確認できなければならないということを

意味する。このことは，（38）のような例の容認度の低さから確認される。

（38）  a. ??  火に水をする。  【「火に水をかける」の意味で】

  b. ??  新曲に機械音をした。  【「新曲に機械音を加えた」の意味で】

  c. ??  ラーメンに塩味をした。

  【「ラーメンに塩味を加えた」の意味で】

  d. ??  子どもに愛情をした。  【「子どもに愛情を注いだ」の意味で】

（38a）の結果状態は，初期状態である「火（が燃えている状態）」がなくなっ

た状態であり，（37b）の結果状態は新曲の音源に機械音があわせられ，視

覚によっては両者の両立が確認できない状態である。（37c）も，味覚によっ

てのみ「ラーメン（の味）」と「塩味」が区別されうるもので，その結果状

態において両者をそれぞれ見分けることは不可能であるし，（37d）では

「子ども」という具体的な存在と「愛情」という抽象的概念を別個に分けて

視覚的にイメージすることが困難である。このように，このタイプの構文の

結果状態は，付加されたものと付加される前の状態が可視的に区別でき，ヲ

格で表されるもの物理的に加わっただけの状態としてイメージされることが

必要となる。

　最後に，（34）のⅲは，初期状態と結果状態が，同一のスケール上の値の

違いなどでなく，二値的な値の間で認められる有意な対照性を示してなけれ

ばならないというものである。これは，（38）のような容認度のコントラス

トから明らかになる。
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（39）   a. ??  4 に 2 をすると， 6 になる。  【「 4 に 2 を加える」の意味で】

  b.  x にルートをすると，√x になる。

（40）  a. ?  太郎は画用紙に丸をした。  【「丸を書いた」の意味で】

  b.  太郎は答案用紙に丸をした。

（39a）では，付加以前の状態である「 4 」に「 2 」が付加され，「 6 」とい

う結果状態になるという解釈を想定した文であるが，付加前の状態である

「 4 」と付加後の状態である「 6 」は，同一スケール上の値の変化と捉えら

れるべきものであり，初期状態と結果状態に質的に有意な対照性は感じられ

ない。一方，（39b）では，初期状態が単純な整数の表記であるのに対して，

結果状態は「√」がついた表記へと変化しており，初期状態と有意に対照的

な状態になっている。同様に，（40a）では，「丸」の付加の有無によって画

用紙の初期状態と結果状態にどのような対照性を見出せるのかが想定しにく

いが，（40b）では，答案用紙に関して問題となる採点前と採点後の対照性

が，初期状態と結果状態の間に感じられる。これらのことから，このタイプ

の構文の成立には，初期状態と結果状態が有意に異なる二項対立をなすもの

と認められるかどうかという語用論的条件が関わっているものと考えられ

る。

3 ．2 　二格を持たないタイプの成立要件

　「〈非動作性名詞〉ヲスル」というタイプのヲ格名詞に関しては，大塚にお

いて（24）から（27）のような例が観察されることが紹介されていた。《様

相・様態》を表すもの（「優しい目」や「硬い表情」等），《学問・勉学》を表

すもの（「考古学」や「哲学」等），《趣味》を表すもの（「写真」等），《生業》

を表すもの（「オルガンの先生」や「下宿屋」），《役職・役割》を表すもの

（「大臣」や「キャッチャー」等）がその分類であるが，これらは全て，人の属

性に関係するものと言える。「優しい目」や「硬い表情」などは「《様相・様

態》という属性の中で，選択し得る一つの値」と言え，「考古学」や「哲
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学」，「写真」，「オルガンの先生」，「大臣」などは全て「《職業》や《役割》

などの社会的な属性の中で，選択し得る一つの値」と考えられる。

　例えば，大塚において《趣味》に分類される「写真をする」に関して言え

ば，この表現は（41）のように一回一回の写真を撮影する行為を表すものと

しては容認されず，（25c）のように「写真に取り組む存在になる」といっ

た，主語名詞が「写真家」という属性を帯びる場合にはじめて容認される。

（41）  a. ??  先日，写真館で写真をしてもらった。

  【「写真を撮ってもらった」の意味で】

  b. ??  見知らぬ観光客に頼まれて，一枚，写真をしてあげた。

  【「写真を撮ってあげた」の意味で】

（25c）   私は温泉や，友人と遊ぶ，飲むこと，別に趣味の写真をすることなど

で発散しています。  ［「Yahoo ! 知恵袋」］

　同様に，《生業》，《役職・役割》のヲ格名詞も，「その名詞が表す職業や役

目の仕事をする」という一回一回の行為ではなく，「その名詞が表す属性を

帯びる」という意味で用いられるものと考えられる。大塚では，「教師」や

「医者」が《生業》を示すもの，「大臣」や「警視総監」が《役職・役目》を

表すものに分類されているが，（42a）に見られるように，「その名詞が表す

職業や役目の仕事をする」という意味での解釈は容認され難い。

（42）  a.　 ? 今日も一日｛教師／医者／大臣／警視総監｝をした。

  b.   小生は来年からしばらく，｛教師／医者／大臣／警視総監｝を

することになりました。

  c.   長崎に来てフランス語の教師をするようになってからもパスカ

ルとのつきあいは続けていましたが，…

  ［『パスカルに導かれて』］
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　ただし，この二格を持たないタイプのヲ格名詞を詳細に観察すると，そこ

には，〈人の属性の値〉を表すものばかりではなく，（43）のように，〈モノ

の属性〉を表す文も認められる。

（43）  a.   外から部屋が見えるのであれば，昼間はレースのカーテンをして

おきましょう。  ［「Yahoo ! 知恵袋
（20）

」］

  b.   家の鍵をしているけど窓から誰かが侵入してきてしまうという恐

れもあります。

  ［「ホームセキュリティやフロアコーティングは業者へ依頼
（21）

」］

（43a）は，ここでは買ってきた新品のカーテンを部屋のカーテンレールにと

りつけるという解釈ではなく，開いていたカーテンを引くという解釈で扱う

ものであり，その場合この文は二格を持たないタイプに分類される。この引

かれた状態のカーテンは，主語である太郎の属性に関わるわけではなく，

「レースのカーテン」を含む「部屋」全体の属性において，明暗の暗，ある

いは外部からの可視不可視という二値の選択肢の中で，暗ないし不可視の値

に変更するものとして働いている。また，（43b）に関しても，南京錠のよ

うな設置する類の鍵ではなく，鍵穴のある鍵をかけられた状態にするという

解釈の場合で考えるが，その際は，主語の属性ではなく，その「鍵」が含ま

れる「家」全体の属性を変更するものとして働いている。

　以上のことから，このタイプの構文のヲ格名詞の意味機能としては，〈属

性の値〉，あるいは〈全体の属性を決定するもの〉と規定することができる。

「優しい目」や「考古学」，「写真」，「オルガンの先生」，「大臣」，「教師」な

どは全て，外面的，あるいは社会的な〈属性の値〉であり，（43）の「レー

スのカーテン」や「家の鍵」は，それが含まれている「家」など全体につい

て，その明暗や開閉などの属性を決定するものとして働いている。

　なお，このタイプの構文の成立条件に関しても，本研究は，当該文脈にお

ける語用論的な条件によって決定されるものであることを主張する。本研究
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が提唱するこのタイプの構文の成立に関わる語用論的条件は，（44）のよう

に規定される。

（44）  「〈非動作性名詞〉ヲスル」タイプの成立に関わる語用論的要件

    Ⅰ． ヲ格名詞の属性を選択する目的やその属性選択の様態が，会

話の参与者間ないし日本語母語話者間で一義的に想定されう

るものであること

    Ⅱ． ヲ格名詞の属性への変更によって生じる結果状態が，他のい

くつかの選択候補の中の一つを選択した結果として生じた状

態として，会話の参与者間ないしは日本語母語話者間で捉え

られること

　まず，（44）のⅠの属性選択の目的に関する条件は，この属性の選択が，

主語自ら選択して行ったものとして，発話の参与者間ないしは日本語話者の

間で捉えられなければならない，という条件である。例えば（45a）の「直

木賞作家」は，大塚の分類では《生業》とされる名詞であるが，この構文の

ヲ格名詞に置かれた場合，問題なく容認される（45b）の「作家」に対し

て，極めて低い容認度を示す。

（45）  a.　?? 太郎はこれから直木賞作家をすることにした。

  b.  漱石は大学を辞めて，作家をすることにした。

この事実に関して， 大塚 （2002：21） では 「肩書， または修飾語句のついた生

業の名詞はヲ格名詞になりにくい」 との説明が与えられているが， 「ミステリ

ー作家」や「兼業作家」など，修飾句つきでもこの構文のヲ格に立ち得る名

詞はいくらでもあり，この説明は成り立たない。（45a）の容認度の低さは，

「直木賞作家」という属性の付与が，主語の意思によって決定されるもので

はなく，与えられるものであるために生じると考えるのが妥当であろう。
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　同様に，（46）の容認度の低さも，この「属性付与の有意志性やコントロ

ール可能性」という観点から説明される。

（46）  ??  { 大人／宝くじの当選者／営業部長／死刑囚／犯罪者｝をする

（46）の「大人」や「宝くじの当選者」，「営業部長」などの名詞が表す属性

は，主語の意思によって選択される属性ではなく，「自然にその属性を帯び

るもの」や「他者からその属性を与えられるもの」として当該会話の参与者

や日本語話者に受け止められるものであるため，このタイプの構文として認

められないものと考えることができる
（22）

。

　また，（44）のⅠの属性選択の様態に関する条件は，主語が属性の決定を

し次第，主語自体あるいは主語がコントールするモノが即座にその属性を帯

びるという，属性を帯びる過程の同定可能性を指す。例えば（47）の「筋

肉」や「黒い顔」，「白い肌」は，「優しい目」や「硬い表情」などと同様に

外面的な属性を示すと考えられるが，これらの属性を帯びるまでにはトレー

ニングや日焼け，スキンケアなどの過程が必要であり，主語の意思決定が即

座にその属性への変更につながるものではない。

（47）  a. ??  筋肉をする

  b. ??  黒い顔をする

  c. ??  白い肌をする

　最後に，（43）のⅡの属性選択の結果状態に関する条件は，主語によって

選択される属性が，他にいくつか考えられる候補の中の一候補であり，その

中から特に選択した属性を付与したことによって，他の状態との間に有意な

対照性が感じられるものとして，発話の参与者間，ないしは日本語話者の間

で捉えられなければならない，という条件である。このことは，（48）のよ

うな文の容認度の低さから確認できる。
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（48）  a. ??  太郎はもうすぐ大人をする。

  b. ??  太郎はもうすぐ夫をする。

  c. ?  太郎はもうすぐ学生をする。

（48a）の「大人」は，通常人の成長の時間軸において「子ども」に対比され

るものであり，子どもからの属性変化において，「大人」以外の属性は候補

として考えにくい。また，（48b）の「夫」や（48c）の「学生」も，「夫を

するか，他のことをするか」や「学生をするか，他のことをするか」という

選択肢の一つに置かれることが通常考えにくいものであり，このような場

合，総じて容認度は低くなることが観察される。

　一方で，（49）のように，他の候補の中から選択可能な，特にこのヲ格名

詞を選択したことによって生じた結果状態であることを感じさせる例の場

合，これらの容認度は有意に上昇する。

（49）  a. 〈太郎と次郎が同性婚のパートナー同士である場合〉

    太郎が夫をして，次郎が妻をする。

  b.   あなたの両親は「夫婦でアイデアを出し合い，いっしょに作業を

する夫婦」だったのかもしれない。でも，別にあなたがた夫婦も

その通りじゃなくてもいいじゃないですか。他の部分で充分いい

夫をしてくれているのに，そのことにこだわるからうまくいかな

いんじゃないかなぁ。  ［「YOMIURI ONLINE 発言小町
（23）

」］

（50）  a.  もし僕がもう一度学生をするなら，スウェーデンを選ぶな。

  ［「M
（24）

AKE:」］

  b.  夫はまだ学生のうえ留年になりあと 1 年学生をするそうです。

  ［「Yahoo ! 知恵袋
（25）

」］

（49a）において，主語が選択する属性としては，夫と妻の二つの候補があ

り，その中で「夫」という属性を選択した場合，「夫をする」という述語の
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容認度は，特別な文脈が想定しにくい（48b）よりも相対的に高くなるもの

と思われる。また，（49b）では「よい夫」とそうでない夫が候補として存

在することによって容認度が上昇し，（50）では，特に社会人と学生という

二つの選択肢の間で対照的に捉えられる「学生」という属性が，（48c）より

も高い容認度を生んでいるものと考えられる。

　以上，この節では，「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文を，二格を義務的に持

つタイプと持たないタイプに分け，それぞれについて，その振る舞いを再度

検討した。構文そのものの意味機能は，それぞれ，二格のあるタイプは「ヲ

格名詞の二格名詞への付加」，二格のないタイプは「ヲ格名詞の属性の選択」

とし，その振る舞いは，語用論的な制約によって説明されるものであること

を確認した。

4 ．�換喩シフトによる「〈非動作性名詞〉ヲスル」� �
構文の説明

　この節では，前節で確認した「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文の振る舞い

を「換喩」という概念から説明する。 4 ．1 において，これまで認知言語学

を中心とした諸研究において文法を含めた広範な言語事象への浸透性が指摘

されてきた換喩という概念について，ここで援用する定義とその成立の基盤

を確認し，続く 4 ．2 において， 3 節で確認した「〈非動作性名詞〉ヲスル」

構文の成立に関わる語用論的要件が，まさにこの換喩成立の基盤と合致する

ものであることを主張する。

4 ．1 　換喩の定義と発生の基盤

　「換喩（Metonymy）」は，（51）の各例に例示されるような，言語表現の指

示がそれと隣接関係にあるものへと移っているように見える現象を代表例と

する。
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（51）  a.  ドンブリをたいらげる。   〈容器〉─〈中身〉

  b.  駅の赤帽が荷物を運ぶ。   〈付属物〉─〈主体〉

  c.  白バイがやってくる。    〈手段〉─〈主体〉

  d.  漱石を好んで読む。    〈作者〉─〈作品〉

  e.  アルコールを飲む。    〈材料〉─〈製品〉

  （山梨1995） 

（51a）では，その辞書的意味として〈容器〉を表す「ドンブリ」が，この文

脈においてはその〈中身〉へと指示を移しており，（51b）では，〈付属物〉

を表す「赤帽」がそれを被った〈主体〉の人，（51c）では，〈手段〉を表す

「白バイ」がそれを用いる〈主体〉の人，（51d）では〈作者〉を表す「漱

石」がその〈作品〉，（51e）では〈材料〉を表すアルコールがそれによって

つくられる〈製品〉へと，それぞれ指示を移行させているように捉えられ

る。

　なお，（51）の各例を，「ドンブリの中身」や「赤帽をかぶった人」など表

現が省略された形であると考えることも可能であるが，重要な点は，人の言

語使用においてはこのような表面上の多少の指示のずれが問題なく解消され

ていること，また，経済性の観点からはむしろこのように常に厳密な指示を

行わないことが求められているということであり，その意味で換喩は通言語

的に，そして各言語のあらゆる言語表現や文法形式にその関与が認められる

人間の一般的な認知能力であると考えられる
（26）

。

　本研究は，このように通言語的，偏在的に認められる換喩の一例として，

新たに「〈非動作名詞〉ヲスル」という構文においてもその関与があること

を主張するものであるが，その前段としてまずは，その偏在性と多様性ゆえ

に必ずしも研究者間で一致しているとは言えない換喩の定義と，どのような

場合に換喩が発生するのかという点を確認する。

　本研究が援用する換喩の定義は，西村（2002）によるものである。
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（52）   「換喩は，ある言語表現の複数の用法が，単一の共有フレームを喚起

しつつ，そのフレーム内の互いに異なる局面ないし段階を焦点化する

現象として定義することができるだろう」  （西村2002：299）

　ここで重要な点は，「単一の共有フレームを喚起しつつ」という部分であ

り，例えば「一升瓶」が容器であり，その容器に通常酒が入れられていると

いう知識が日本語話者の間で共有されていることや，ある飲食店の現場にお

いてどの客がかつ丼を注文したのかといったことが飲食店の店員間で共有さ

ていることが，換喩発生の基盤となっているということである。西村では，

（53）のような例を挙げ，厳密には指示の異なる（53a）と（53b）が同一の

言語表現 the phone によって表されている多義の問題を，電話機の構造に関

するフレームが共有されており，文脈に応じてその中で焦点化される部分が

変りうるために解消されているものと説明する。

（53）  a.  The phone kept ringing.

  b.  No one bothered to pick up the phone.  （西村2002：292）

（53a）の the phone は厳密にはベル音を発する部分を指し，（53b）の the 

phone は，受話器を指しているが，それらが全体として電話器を構成してい

るというフレームが共有されているため，両者の指示の違いは特に意識され

ることもなく処理されている。つまり，ある言語の話者（ないしは当該発話

の参与者）の間で共有知識のまとまりとして，このフレームが喚起されるこ

とが，換喩発生の基盤になっているということである。

　換喩発生の基盤としてもう一つ西村であげられているものが Langacker

（1993）において提唱された参照点能力（reference─point ability）である。西

村は，参照点能力を，「人，もの，事態などへの心的なアクセス（注目，想

起）がそれに関係していて，かつ（注目の対象になりやすいなどの理由で）ア

クセスがより容易な別の人，もの，事態などを経由して，間接的に行われる



非動作性名詞をヲ格にとる「スル」文の振る舞いについて　31

こと」とし，（54）の例における I の多義性を，この概念を用いて説明して

いる。

（54）  I’m in the phone book.

（54）の I は，その本来的意味である「話し手本人」ではなく，「話し手の氏

名と電話番号（の文字表記）」を指すものと考えられるが，このような意味焦

点の移行の必然性は，話し手への電話連絡が必要になっているなどの状況に

おいてより注目の対象となりやすい，発話の現場にいる「話し手本人」を参

照点として経由することで，「その氏名と文字表記」へと間接的なアクセス

を果たしているものと説明される。このように，より認知的な際立ちの高い

ものを参照点とすることで，そこからフレーム全体ないしはフレーム内の他

のモノへと意味の焦点を移すことが換喩の本質であり，換喩発生の基盤とし

て，参照点能力の発露によるものであるということが，西村では述べられて

いる。

　ここまで，換喩という現象が人の一般的な認知能力に基づいて様々な言語

事象に関与するものであることと，西村の定義から，換喩が発生の基盤に

は，発話の参与者間でのフレーム共有と，換喩的解釈を受ける言語表現が参

照点として働いていることを確認した。このことはつまり，換喩において

は，認知的な際立ちが高いものが参照点として機能し，その表現の発信者と

受信者の間で共有される知識のまとまり（フレーム）の中で，その参照点と

隣接関係にある他のモノへと意味の焦点が移行するものであって，当該の言

語表現が日本語話者や会話の参与者間で明確なフレームを喚起にしにくく，

参照点としてそこからどこに心的なアクセスが移行すればよいのかが不明で

あるような場合には，換喩による間接的な指示は発生しないということを意

味する。実際，（55a）や（56a）のような発話は換喩発生の基盤を満たし，

その換喩による間接的な指示が自然に受け入れられるが，（55b）や（56b）

のような発話は，適切なフレームの喚起や，参照点能力発露の必然性が認め
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られないため，換喩表現として機能しがたい。

（55）  a.  「おい，そこの｛眼鏡／茶髪／赤シャツ｝。こっちに来たまえ」

  b. ??   「おい，そこの｛靴下／人差し指／髪の毛｝。こっちに来たまえ」

（55a）は，「眼鏡」や「茶髪」，「赤シャツ」など，人の一部または一属性を

表す表現を用いて，その全体としての人物を指す換喩表現として自然に容認

されるものであるが，例えば多くの人物の中で，発話者が意図する人物を同

定する上で，「眼鏡」や「茶髪」，「赤シャツ」などが視覚的な際立ちを持つ

ため，これらが参照点として機能している。また，これらの装身具や属性は

本来的に人に付随するものであることが共通理解になっており，人という全

体のフレームも容易に喚起することができる。しかし，（55b）の「靴下」

や「人差し指」，「髪の毛」は，視覚的な際立ちも感じられず，ターゲットと

なる人物を指すために間接的に経由する参照点となる必然性が感じられな

い。また，これらの名詞はその全体としてのフレームが，「足」や「頭」や

「上半身」であるのか，その人物となるのかが不明であり，適切なフレーム

が一義的に喚起されにくい。このように，換喩発生の基盤としては，当該の

言語表現が適切なフレームを喚起し，参照点能力として機能するものである

ことが必要とされるものと言える。

4 ．2 　�換喩の発生の基盤から見た「〈非動作性名詞〉ヲスル」� �
構文の成立要件

　 4 ．1 では，換喩表現が適切に解釈されるためには，明確なフレームが喚

起されなければならないことと，当該の言語表現が参照点として機能するも

のでなければならないことを確認したが，本研究の考察課題である「〈非動

作性動詞〉ヲスル」構文の振る舞いは，まさにこれらの点に合致する。

　まず，本研究が提唱するこの構文における換喩は，（56）のように規定さ

れる。
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（56）  「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文における換喩

     非動作性名詞本来の語彙的意味である〈（付加される）モノ〉や

〈（選択される）（人やモノの）属性〉が参照点として機能し，〈モノ

の付加〉や〈属性の選択〉といった全体としての行為（フレーム）

を喚起することで，その全体としての行為（フレーム）に意味の

焦点を移行し，動作性の名詞と共起する「スル」のヲ格に立つこ

とが認められたもの

　「～ニ〈非動作性名詞〉ヲスル」タイプに関しては， 3 ．1 において，その

構文的意味として，「ヲ格名詞を二格名詞に何らかの意図をもって付加する」

という行為を表すものであること，そして，その成立要件として，「この行

為の目的や様態，結果状態が全て一義的に想定可能であること」という語用

論的要件が関わっていることを確認した。この語用論的成立要件は，ヲ格名

詞の付加というこの行為全体が事象フレームとして容易に喚起されているこ

とと同義であり，（31）のような語用論的な成立要件はつまり，このタイプ

の構文が当該文脈における使用において，ヲ格名詞の付加という行為のフレ

ームを喚起できればこの構文は成立し，フレームを喚起しにくければ構文は

認められ難くなると言い換えることができる。

　また，この二格を持つタイプの構文は，結果状態が単純に二格名詞とヲ格

名詞のみが両立する形で捉えられている必要があるという要件も関わること

を（34）において確認したが，このことを換言すれば，二格名詞とヲ格名詞

に言及せずに，結果状態を直接表現することは困難であるということであ

り，必然的に二格名詞とヲ格名詞が参照点として機能していると考えること

ができる。

　次に，二格名詞を持たないタイプに関しても同様のことが言える。この構

文自体の意味は「ヲ格名詞が表す属性を意図的に選択する」というものであ

り，その語用論的成立要件としては，（44）のように，当該文脈においてそ

の目的や様態や一義的に想定できる必要があることを 3 ．2 において確認し
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たが，属性選択の目的や様態が一義的に想定できるということは，属性選択

という行為のフレームが自然に喚起されているということに他ならない。

　また，この二格を持たないタイプの構文に関しても，結果状態はデフォー

ルト的なものではなく，ヲ格名詞によって表されるいくつかの候補の中から

意図的に選択された属性と捉えられる必要が認められたが，このことはつま

り，ヲ格名詞が表す属性に言及することなく結果状態を言い表すことは困難

であるということであり，可変的な値をとるヲ格名詞の属性が，この属性選

択という行為の参照点として機能しているものと考えることが妥当であると

思われる。

　以上のように， 3 節で確認したこの構文の 2 つのタイプに見られる語用論

的な成立要件は，西村が挙げたフレームの喚起と参照点としての機能という

換喩発生の基盤に合致するものであり，この構文の二つのタイプはいずれ

も，ヲ格に置かれる非動作性名詞が〈付加されるモノ〉や〈選択される属

性〉から，〈モノの付加〉や〈属性の選択〉へと換喩シフトを発生させて成

立するものであると考えられる。それぞれのタイプに認められる振る舞い

や，そこに関わる語用論的要件は偶然の産物ではなく，換喩という他の言語

現象にも広く認められる認知プロセスによって統一的かつ自然に説明される

ものと結論付けることができるだろう。

5 ．結

　本稿では，典型的に非動作性のモノや属性を表す非動作性名詞が「スル」

のヲ格に立つ構文を考察対象とし，それらを二格を義務的にとるタイプと二

格を必要としないタイプのそれぞれについて，その成立要件を検討した。

　二格をとるタイプの構文の意味としては，広く「ヲ格名詞が表すモノの二

格名詞への付加」とし，そこにヲ格名詞の付与の目的や様態，結果状態が一

義的に想定されなければならないという語用論的な要件が関わっていると考

えることが妥当であることが分かった。また，二格を必要としないタイプの
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構文も，その意味は「ヲ格名詞が表す属性の選択」とのみ規定され，その選

択の目的や様態，結果状態が一義的に想定されるという同種の語用論的な要

件が関わると考えられることが明らかになった。

　また，これら 2 つのタイプに関わる語用論的な要件を，人の一般的な認知

能力であり，様々な言語事象にその関与が認められる換喩という概念から説

明することで，これまで単なる個々の事実の観察にとどまっていたこの構文

の振る舞いや語用論的な要件の関与に統一的に説明を与え，換喩が日本語の

文法事象にも深く関与するものであることへの傍証を新たに一つ加えたもの

と考えられる。

　なお，今後の課題としては，議論の都合上本稿において考察対象外とした

タイプの構文を本稿の枠組みからどのように捉えるかという問題がある。 1

節で述べたように「ドライヤーをする」や「アイロンをする」など，非動作

性名詞としての典型性に疑いがあるヲ格名詞を持つものや，「青い目をして

いる」や「大きな手をした人」など，テイル形や連体修飾の位置のみで使わ

れるものに関しては，本稿の枠組みから説明が可能であると予想されるが，

厳密な言語事実の観察を踏まえた議論は別稿に譲ることとした。今後は，こ

の「〈非動作性名詞〉ヲスル」構文の各タイプの振る舞いをより詳細に記述

し，網羅的な説明を与える必要があると考えられる。

〔注〕
⑴　例文における「?」は容認度が低いことを示し，「??」や「???」のように数

が多いほど，当該の例文番号内での相対的な容認度が低くなるものとする。
⑵　日本語教育の視点から，動詞「する」の構文の典型な使用を調査した佐藤
（1995）には，「『～をする』の対格名詞は典型的に動作性のものである」との
記述がある。

⑶　「♯」と「＊」は影山（2011）によるものであり，「＃」は「解釈が一定に定
まらないもの」，「＊」は解釈不能であるとの判定を示す。なお，以下の例文に
おける「＊」は全て引用元の先行研究における判定である。

⑷　金水（1994）を参照のこと
⑸　影山（1980）では，「着衣動詞」は目的語に〈CLOTHES〉をとるものと規
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定され，その定義は「保護，装飾を目的として人間の身体に着けられるべく制
作された物体」とされている。

⑹　http://www.mtnvisionsphoto.com
⑺　http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496415369
⑻　大塚（2002）は，「スル」と「ヤル」のヲ格に立つ名詞の異同について検討

することを主眼とした研究であるが，特に「する」のヲ格に立つ非動作性の名
詞に限っても，多様な意味の名詞がこの構文のヲ格に立つことが紹介されてい
る。

　　ただし，大塚が行った語構成の観点からの「非動作性名詞」の判定には問題
があるため，大塚において提示された例を引用する際には，すべて本稿の基準
から再判定を行っている。大塚の基準では，動詞と派生関係にある名詞はすべ
て動作性名詞とされるが，同様に動詞派生である「一気呑み」と「湯呑み」で
は，前者に動作性，後者に非動作性が認められることが明らかであり，単純に
語構成から動作性と非動作性を判定することには問題があると思われる。

⑼　http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q135539318
⑽　http://www.rsk.co.jp/tv/emichan/jareport/ja_report20160613.html
⑾　http://moricafe78.exblog.jp/21434198/
⑿　http://healthil.jp/18810
⒀　http://www.ikuchan.or.jp/advice/choisaki/2011/04/aaaaaaaaaaa_2.html
⒁　http://oshiete.goo.ne.jp/qa/70426.html
⒂　http://shizendaisuki.shiga─saku.net/c39817.html
⒃　http://kami─himegoto329t.cocolog─wbs.com/blog/2014/04/index.html
⒄　http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14165455554
⒅　http://blog.livedoor.jp/pipipigion/archives/cat_50048839.html
⒆　http://www.justanswer.jp/plastic─surgery/7g2vv─.html
⒇　http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1339013648
�　http://stmichaelcc.com/home.php
�　したがって，当該会話の参与者間で特異な文脈や常識の共有がある場合，
（38）の容認度は上昇する。ワンマン社長が，「今日から俺が営業部長をする」
と言った場合や，意図的に犯罪者になることを選択する人物が「今日から俺は
犯罪者をする」と言った場合などでは，容認度が上昇するものと思われる。

�　http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0711/330279.htm
�　http://makezine.jp/blog/2015/10/david─cuartielles_interview01.html
�　http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1056996800
�　換喩が単に慣用句や語の意味だけでなく，文法にも深く関与することを明ら
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かにした研究としては，英語の繰り上げ構文を扱った Langacker（1995）や，
篠原（2002）など多数が挙げられる。
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